
新型コロナウイルス感染症対策本部
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鹿児島県の方針①
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鹿児島県の方針②
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感染が拡大し，他地域への
まん延を防止する必要がある
区域



本県の感染状況

直近１週間の感染者数

９５７人
爆発的な
増加

連日100人を超える→
新規感染者数
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本県の感染状況

指標の
４項目が

ステージⅣ
に到達

5医療提供体制が極めて厳しい状況



本県の感染状況
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県民の皆様へ（特措法第24条第9項等）

区 域 県内全域

期 間 令和３年８月20日（金）～令和３年９月12日（日）

内 容

飲食等

外出等

① 日中も含め，不要不急の外出を自粛
② 外出する場合も極力外出機会を半減，少人数で，混雑する場
所を避けて

③ 県外との不要不急の往来自粛

① 20時以降，飲食店にみだりに出入りしない（措置区域以外の第
三者認証店舗を除く）

② 感染対策が徹底していない飲食店や時短要請に応じない飲食
店の利用を控える

③ 飲食の際は「少人数，短時間」，マスク会食など感染防止対策
を徹底する

④ バーベキューなど屋外でも感染防止対策を徹底
⑤ 家庭内でもマスク着用など感染防止対策を徹底 7
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飲食店の皆様へ（措置区域以外） （特措法第24条第9項）

営業時間の短縮をお願いします。
・営業時間は５時から２０時まで
・酒類の提供は１１時から１９時まで

協力金

※デリバリー・テイクアウトを除く

【中小企業】
売上高に応じて１店舗当たり「６０万円～１８０万円」

（※ １日当たりの協力金額（２．５～７．５万円）×要請期間（２４日間））

【大企業】（中小企業においても，この方式を選択可）
１店舗当たり「上限４８０万円」

※ １日当たりの協力金額（① 売上高減少額／日×0.4） ×要請期間（２４日間）
ただし，①の上限は「２０万円／日」 又は 「前年度または前々年度の１日
当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

期 間 令和３年８月20日（ 金 ）から９月12日（ 日 ）まで

対 象 食品衛生法の規定により，飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者
が営業に使用する施設

地 域 措置区域（鹿児島市，霧島市，姶良市）以外の全ての市町村

第三者認証店においては，営業時間短縮要請に応じる，あるいは通常営業を選択できます。
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Ｒ２．１１．１以降の時短要請協力金の受給実績のある飲食店（鹿屋市，出水市，薩摩川内市，奄美市，和泊
町，知名町）に，協力金の一部を先渡給付します。また，既に時短要請に協力している市町を含め，申請方
法については，別途お知らせします。



飲食店の皆様へ（措置区域） （特措法第31条の6第1項）

営業時間の短縮をお願いします。
・営業時間は５時から２０時まで
・酒類の提供は控えてください
・カラオケの利用も控えてください

期 間 令和３年８月20日（ 金 ）から９月12日（ 日 ）まで

対 象 食品衛生法の規定により，飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者
が営業に使用する施設

地 域 鹿児島市，霧島市，姶良市

協力金 【中小企業】
売上高に応じて１店舗当たり「７２万円～２４０万円」
（※ １日当たりの協力金額（３～１０万円）×要請期間（２４日間））

【大企業】（中小企業においても，この方式を選択可）
１店舗当たり「上限４８０万円」

※ １日当たりの協力金額（① 売上高減少額／日×0.4） ×要請期間（２４日間）

ただし，①の上限は「２０万円／日」

※デリバリー・テイクアウトを除く

Ｒ２．１１．１以降の時短要請協力金の受給実績のある飲食店（鹿児島市，霧島市）に，協力金の一部を先渡
給付します。※申請方法等については，別途お知らせします。

第三者認証店においても，営業時間の短縮をお願いします。また，酒類の提供・カラオケの利用は控えてくだ
さい
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大規模集客施設への要請（措置区域）

営業時間の短縮と入場者の整理誘導等の徹底をお願いします。
・営業時間は５時から２０時まで（イベント開催時及び映画館は21時まで）

期 間 令和３年８月20日（ 金 ）から９月12日（ 日 ）まで

対 象 特措法施行令第１１条第１項各号に掲げる施設のうち，２０時以降も開業する
１，０００平方メートルを超える施設
例）営業時間の短縮：ショッピングモール，百貨店（特措法第24条第9項） 等
入場者の整理誘導等：家電量販店（特措法第31条の6第１項），百貨店の地下の食品売
り場（同法第24条第9項） 等

地 域 鹿児島市，霧島市，姶良市

協力金 【集客施設】
対象床面積１，０００平方メートル毎に
２０万円×時短率（※）×時短日数

【集客施設のテナント】
対象床面積１００平方メートル毎に

２万円×時短率（※）×時短日数
（※）時短率：時短した時間／本来の営業時間

申請方法等については，別途お知らせします。 11



催物（イベント等）の取り扱い（特措法第24条第9項）

期 間 令和３年８月20日（ 金 ）から９月12日（ 日 ）まで

地 域 県内全域

収容率の上限 １００％以内

人数の上限 ５，０００人
※いずれか小さい方

【大声での歓声，声援等がないことを前提としうる場合】

収容率の上限 ５０％以内

人数の上限 ５，０００人
※いずれか小さい方

【大声での歓声，声援等が想定される場合】

【地域行事や全国的・広域的なお祭り，野外フェス等】

人と人との間隔（１ｍ）を設けることとし，当該間隔の維持が困難な
場合は開催について慎重に判断。

例）クラシック
音楽コンサート，
演劇等

例）ロックコンサート，
スポーツイベント等

12

１，０００人以上または全国的な移動を伴うイベントについては，開催前に県へ
事前相談を行う。



事業者等の皆様へ（特措法第24条第9項）

期 間 令和３年８月20日（ 金 ）から９月12日（ 日 ）まで

１ まん延防止のために事業者が行うべき措置
① 従業員に対し，検査を受けることを勧奨
② 手指の消毒設備を設置
③ 事業所を消毒する
④ 換気や座席間の距離の確保など，業種別ガイドラインに
従った感染防止対策の徹底

⑤ 入場者の感染防止のための整理及び誘導 など

２ 職場への出勤等
在宅勤務，時差出勤など，人との接触を低減する取組を行う
とともに，テレワークが可能な事業所においては，テレワーク
を徹底するなどし，出勤者の７割削減を目指すこと。

地 域 県内全域
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その他

期 間 令和３年８月20日（ 金 ）から９月12日（ 日 ）まで

【学校】
• 授業，部活動等においては，換気の徹底，密の回避やマスク
の着用等の基本的な感染防止対策を徹底

• スポーツ大会の参加者は，休憩時や宿泊時においても，会
話時のマスク着用や健康管理を徹底

【県主催のイベント】
• 県や指定管理者主催のイベントは中止又は延期を検討

【県有施設】
• 一部施設を除いて原則休館
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地 域 県内全域



県内での旅行について

 新規販売停止：８月６日(金)～９月14日(火)

 割 引 停 止：８月21日(土)～９月14日(火)

 ８月21日(土)～９月14日(火)の既存予約は，

８月18日(水)～８月31日(火)の期間中にキャ

ンセルをお願いします。(キャンセル料不要)

「今こそ鹿児島の旅（第２弾）」
事業停止期間を９月１４日（火）まで延長
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やむを得ず来県される方
離島へ出発される方へ
PCR検査と感染防止対策の徹
底をお願いします。

①鹿児島空港及び鹿児島中央駅でのＰＣＲ検査を実施中

②羽田空港・伊丹空港でのＰＣＲ検査費用の割引を実施中

③羽田空港等から鹿児島へ向かう便の搭乗者に対し無料
のＰＣＲ検査・抗原定量検査を実施中（国事業）
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8/31まで

9/12まで延長

9/12まで延長



若い方でも重症化するケースや，後遺症として様々な
症状が見られることがあります。

バーベキューなど屋外でも感染する場合があります。
手洗いやマスク着用などの感染防止対策の徹底を
お願いします。

希望される方は早めのワクチン接種をお願いします。

若い世代の皆様へ
20代30代の感染が急速に拡がっ
ています。
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鹿児島県の方針③



自分のこと 家族のこと
友達のこと まわりの人を守る



県民一丸となった感染防止の
行動が求められています


